
中国からの石油製品の輸出について 

 

THE HOKURIKU BANK, LTD. 

発行日 2026年5月  

上海 

 

１．はじめに 
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陳 潔    

２．石油製品の輸出規制 

 2026年2月に始まった米国・イラン戦争の長期化を背景に、原油価格が高騰しています。中国の石 

油輸入先は2015年には中東比率が80％近くを占めていましたが、石油調達に関するリスク分散が図ら

れ、2025年には40％前後にまで低下しています。世界各地で石油関連の供給問題が発生している中、

中国国内のサプライチェーンが比較的安定している状況をふまえ、現状をレポートいたします。 

 中国では2026年3月、海外向け輸出について緊急規制が実施されることになり、国家発展改革委

員会はガソリン、ディーゼルの新規輸出契約締結の一時停止を発表しました。ただし、保税の航空 

燃料や船舶燃料、香港・マカオ向けの供給は例外とされました。主な規制は以下の通りです（表1）。 

 
 

（１）石油製品（ガソリン・ディーゼル・航空燃料）は、「極めて厳しい」規制がかかっています。

政府から燃料輸出枠を割り当てられた中央企業だけが輸出を許可されており、国内需給や市況を考

慮して輸出量が調整されています。 

 （表1） 石油製品の輸出規制 
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（２）輸出制限がレベル3（中程度）の化学原料の中でも、「ナフサ」は日本では調達が難しくなっ

ており、中国への調達相談が増加しています。輸出枠の制限はありませんが、輸出税還付金額の引

き下げや通関に長時間を要することで輸出量の調整が行われています。 

（３）合成材料については、ほぼ輸出制限がないと言われていますが、実務上は上記の化学原料と

同様の状況となっており、調達・通関の面で影響が出ています。 

（４）その他、輸出許可証の有効期限は1年間ですが、通関使用回数が上限12回と限られているた

め、通関ロットの管理が必要です。また、本政策は地政学リスクの影響を受けやすいため、すでに

契約済みであっても出荷未定の案件が一時停止となったり、国内販売への転換が要求されたりする

可能性を考慮しなければなりません。 

 中国では、太陽光発電・風力発電・地熱発電など、新エネルギーへの代替を加速させています。

しかし、実際のところ石油輸入に頼らざるを得ない状況に変わりありません。国際情勢が不安定な

局面において、エネルギーの安定確保に向けた動きには引き続き注視が必要です。 
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